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2009 年 12 月 22 日 規則第 62 号 
国際条約による証書に関する規則の一部を改正する規則 
 
「国際条約による証書に関する規則」の一部を次のように改正する。 

 
第三条及び第四条を次のように改める。 
 

第三条  本会の船級登録を受けた旅客船以外の日本船舶であって次の各号に掲げ

るものの所有者は，それぞれ当該各号に掲げる条約証書（本会が日本政府によ

り付与された権限に基づいて交付する貨物船安全構造証書（様式 1-1），貨物

船安全設備証書（様式 1-2 及び様式 1-3），国際満載喫水線証書（様式 2）及び

国際防汚方法証書（様式 3）をいう。以下第九条まで同じ。）の交付を受ける

ことができる。ただし，船舶検査証書（船舶安全法第九条第一項の船舶検査証

書をいう。以下同じ。）若しくは臨時航行許可証（船舶安全法第九条第二項の

臨時航行許可証をいう。以下同じ。）を受有していない船舶又は本会が満載喫

水線の位置を定めていない船舶（第二号に係るものに限る。）にあっては，こ

の限りでない。 
(1) 国際航海に従事する総トン数 500 トン以上の船舶（船舶安全法施行規則第

一条第二項第一号の漁船を除く。）1974 年の海上における人命の安全のた

めの国際条約による貨物船安全構造証書及び貨物船安全設備証書 
(2) 国際航海に従事する長さ 24 メートル以上の船舶（船舶安全法施行規則第一

条第二項第一号の漁船を除く。）1966 年の満載喫水線に関する国際条約に

よる国際満載喫水線証書 
(3) 総トン数 400 トン以上の船舶であって所有者が条約証書の交付を受けよう

とするもの 
2001 年の船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約証書 

 
第四条  条約証書の交付を受けようとする者は，条約証書交付等申込書（様式 4A）

に次に掲げる書類を添えて本会に提出しなければならない。 
船舶検査証書及び船舶検査報告書又は臨時航行許可書 

 
 
 
 
 
様式 1-1，1-2，1-3，2，3 及び 4A として，次の 6 書式を加える。 
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附  則 
 

1. この規則は，2009 年 12 月 22 日から施行する。 
 


